
「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について、資料に基づき、補足

説明をいたします。 

 

 今回の条例改正については、令和２年 10 月１日より神奈川県内の最低賃金が改定

されたことに伴い、会計年度任用職員のパートタイム勤務の時間単価が最低賃金を下

回ってしまったことにより、給料表の一部を改正するものです。 

 

 資料をご覧ください。 

 左側の表は改正前、右側の表は改正後の給与条例の別表第１より、パートタイム会

計年度任用職員の時間単価を算出したものになります。 

 現在、事務補助等により採用している会計年度任用職員の給与の号級は、１級 11

号で、時間単価にすると、改正前は 1,011円となっており、改正後は 1,012円とする

ものです。 

 その他の号級については改正はありません。 

 今回、1 級 11 号のみを改正する理由としましては、給料表自体は、国の給料表と

同額になっていることから、その他の号級を改正することは適切ではないこと、また、

改正する 1級 11号のみを改正することで、前後の号級に大きな影響がないことなど

から、1級 11号級のみとしたものです。 

 なお、改正する条例は、最低賃金の改定日である令和 2年 10月 1日に遡って適用

することとし、差額については、1月の報酬及び給料の支給日に支給することを考え

ております。 

 




